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個人が認定（仮認定）NPO
法人に寄附した場合

個人が認定（仮認定）ＮＰＯ法人に寄附をした場合「寄附
金控除制度」が適用され、確定申告をすることで、税金の
還付を受けることができます。
「所得控除」又は「税額控除」のいずれかを選択すること
ができます。

●所得控除
〈算式〉
◎所得税
次のいずれかの低い金額－2,000円＝所得控除額
●その年に支出した特定寄附金の額の合計額
●その年の所得金額等の40％相当額

◎個人住民税
所得税の確定申告を行うことにより、個人住民税控除の
適用も受けることができます。
ただし、都道府県及び市町村の条例で、個人住民税の寄
附金税額控除対象として規定されている場合に限ります。
控除率は、都道府県が条例で指定した場合は4％、市町
村が条例で指定した場合は6％、都道府県と市町村双方
で指定されている場合は10％になります。

●税額控除
〈算式〉
所得税
　（寄附した金額－2,000円）×40％＝税額控除額
個人住民税
　（寄附した金額－2,000円）×10％＝税額控除額

一般の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度
額が設けられており、その範囲内で損金算入が認められ
ます。

［一般の寄附金に対する損金算入限度額］
（資本金等の額×0.25% ＋ 所得金額×2.5%）×1/4　

［認定（仮認定）NPO法人への寄附金に対する特別損金算入限度額］
（資本金等の額×0.375％ ＋ 所得金額×6.25%）×1/2

認定ＮＰＯ法人や仮認定ＮＰＯ法人に寄附をすると、法人の活動支援にもなり、寄附し
たみなさんも手続きをすれば、うれしいご褒美が待っています。
ぜひ、認定ＮＰＯ法人等に寄附をして、それぞれの法人の活動を応援し、地域の支援・
協力の輪を広げましょう。

1 法人が認定（仮認定）NPO
法人に寄附した場合2

相続又は遺贈により財産を取得した人が、その取得した
財産を相続税の申告期限までに、認定ＮＰＯ法人に寄附
した場合は、その寄附をした財産が相続税の課税対象か
ら外れます。
※仮認定ＮＰＯ法人には適用されません。

相続人等が認定NPO法人
に寄附した相続財産等に
対する措置3

認定ＮＰＯ法人が収益事業から得た利益を収益事業以外
の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するものの
ために支出した場合は、その収益事業にかかる寄附金に
みなされます（みなし寄附金）。
みなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50％又
は200万円のいずれか多い額までの範囲となります。
※仮認定ＮＰＯ法人には適用されません。

認定NPO法人の
みなし寄附金制度4

所得税（10,000円－2,000円）×40％＝3,200円
住民税（10,000円－2,000円）×10％＝   800円
控除される額　4,000円

年収300万円の方が1万円寄附した場合

N P O税制優遇措置


